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１．既に納期限を過ぎている普通徴収税額は、特別徴収に変更できません。

２．「特別徴収開始月」については、次の点にご注意願います。

（１）６月からの特別徴収を希望される場合は、その年の４月１０日までに本届出書を提出してください。
　　（４月１１日以降に収受したものは７月以降からの開始となります。）

（２）その他の月は、毎月１０日までに収受したものはその翌月、１１日以降に収受したものはその翌々月からの開始となります。

３．本人に送付された普通徴収納付書は、二重に納付することのないようご注意ください。
　　（この届出書に添付して返送していただいても構いません）
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欄

№
（特）

個人番号

特別徴収開始希望届出書

年　　月　　日

住田町長　様

円
5 年　　月　　日

（注）

氏名

電話

（住基）個人番号

月

この届出に応答される方

世帯番号
電算２

期まで

1

2

電算１

円

期まで
月

円
4 年　　月　　日 円

3 円
期まで

月
円

年　　月　　日

期まで
月

円
2 年　　月　　日 円

摘要

円

フリガナ

名称（氏名）

フリガナ

所在地（住所）
〒

指定番号

フリガナ

期まで

納付済税額
特別徴収
開始月

月

現住所

円

年税額
氏名

生年月日

年　　月　　日

給与支払者
（特別徴収義務者）

№

1

印 

※太枠の中をご記入ください 


